
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

令

和

六

年

十

月

二

十

七

日

執

行

の

岡

山

県

知

事

選

挙

管

理

委

員

会

担

当

課

（

室

）

選

挙

に

お

け

る

公

職

の

候

補

者

の

選

挙

運

動

に

関

目

次

す

る

収

支

報

告

書

の

要

旨

規

則

【

教

育

委

員

会

】

【

】

○

衛

生

関

係

法

令

に

基

づ

く

申

請

等

の

経

由

に

関

医

薬

安

全

課

○

岡

山

県

立

学

校

の

管

理

運

営

に

関

す

る

規

則

の

教

育

委

員

会

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

（

県

例

規

集

登

載

）

【

】

告

示

○

岡

山

県

自

然

保

護

セ

ン

タ

ー

の

指

定

管

理

者

の

自

然

環

境

課

指

定

○

岡

山

県

総

合

福

祉

・

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

・

Ｎ

Ｐ

Ｏ

地

域

福

祉

課

会

館

の

指

定

管

理

者

の

指

定

○

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

事

業

の

認

定

監

理

課

○

岡

山

県

牛

窓

ヨ

ッ

ト

ハ

ー

バ

ー

の

指

定

管

理

者

港

湾

課

の

指

定

○

決

算

の

要

領

会

計

課

【

】

公

告

○

国

土

調

査

の

成

果

の

認

証

中

山

間

・

地

域

振

興

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

公

共

測

量

の

終

了

〃

○

都

市

計

画

の

変

更

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

岡

山

県

公

報

令和６年１２月２４日 第１２６６３号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
六
号

衛
生
関
係
法
令
に
基
づ
く
申
請
等
の
経
由
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

衛
生
関
係
法
令
に
基
づ
く
申
請
等
の
経
由
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

衛
生
関
係
法
令
に
基
づ
く
申
請
等
の
経
由
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
九
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
例
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
う
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
二
条
の
規
定

の
施
行
前
に
お
い
て
も
申
請
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
麻
草

の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
免
許
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
所
管
の
保
健
所
長
を
経
由
し
な
い
。

令和６年１２月２４日　岡山県公報　第１２６６３号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号 

岡
山
県
自
然
保
護
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
三
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設 

 
 

和
気
郡
和
気
町
田
賀
七
三
〇
番
地 

 
 

岡
山
県
自
然
保
護
セ
ン
タ
ー 

二 

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体 

岡
山
市
南
区
内
尾
六
六
五
番
地
の
一 

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
環
境
保
全
事
業
団 

理
事
長 

吉
田 

光
宏 

三 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

令和６年１２月２４日　岡山県公報　第１２６６３号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
七
号 

岡
山
県
総
合
福
祉
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
会
館
条
例
（
平
成
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
八
号
）

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設 

 
 

岡
山
市
北
区
南
方
二
丁
目
一
三
番
一
号 

岡
山
県
総
合
福
祉
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
会
館 

二 

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体 

 
 
 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
二
二
番
一
号 

 
 
 

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社 

 
 

代
表
取
締
役
会
長 

狩
野 
伸
彌 

三 

指
定
の
期
間 

 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

令和６年１２月２４日　岡山県公報　第１２６６３号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号 

 

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
を
認
定
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

社
会
福
祉
法
人 

三
慶
会 

二 

事
業
の
種
類 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
喜
福
園
施
設
敷
地
保
全
事
業 

三 

起
業
地 

１ 

収
用
の
部
分 

岡
山
県
岡
山
市
北
区
今
保
地
内 

２ 

使
用
の
部
分 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

１ 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
喜
福
園
施
設
敷
地
保
全
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法

第
三
条
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
よ
る
社

会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の

要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

２ 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
社
会
福
祉
法
人
三
慶
会
は
、
本
件
事
業
を
当
該
施
設
の
安
定
的
か

つ
継
続
的
な
運
営
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
お
り
、
本
件
事
業
に
要
す
る
経
費

に
つ
い
て
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
の
充
分
な
意
思
と

能
力
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ

れ
る
。 

３ 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

(1) 

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
借
地
と
な
っ
て
い
る
当
該
施
設
の

敷
地
の
一
部
を
取
得
し
、
全
て
自
己
所
有
地
と
す
る
こ
と
で
、
借
地
契
約
更
新
時
の
様
々
な
懸

念
が
払
拭
さ
れ
、
安
定
的
か
つ
継
続
的
な
施
設
運
営
に
相
当
の
寄
与
が
見
込
ま
れ
る
。 

ま
た
、
本
件
事
業
の
計
画
に
お
い
て
は
、
①
既
存
の
設
備
機
器
、
倉
庫
、
従
業
員
の
駐
車
場
、

及
び
設
備
機
器
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ス
ペ
ー
ス
の
敷
地
及
び
進
入
路
の
確
保
が
で
き
る
こ
と
、
②

設
備
機
器
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
及
び
施
設
整
備
費
用
を
考
慮
し
、
ガ
ス
供
給
施
設
に
隣
接
し
、
又

は
近
い
こ
と
、
③
高
低
差
が
な
く
、
施
設
、
倉
庫
等
の
設
置
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
④
設
備
稼

働
に
よ
る
騒
音
等
が
周
辺
に
影
響
を
与
え
ず
、
有
事
の
際
の
危
険
性
が
低
く
対
応
が
し
や
す
い

こ
と
を
条
件
と
し
て
、
複
数
の
候
補
地
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
最
適
と
な
る
案
を
採

用
し
て
い
る
。 

(2) 

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
が
環
境
影
響
評
価
法
（
平

成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
に
該
当
せ
ず
、
工
事
は
行

わ
な
い
た
め
、
環
境
へ
の
影
響
は
な
い
。
ま
た
、
保
護
の
た
め
特
別
の
処
置
を
講
ず
べ
き
動
植

物
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
本
件
事
業
地
内
の
土
地
に
お
け
る
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
軽
微
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

(3) 

(1)
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と
(2)
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

４ 

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

令和６年１２月２４日　岡山県公報　第１２６６３号



本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
喜
福
園
の
運
営
に
必
要
な
借
地
と
な
っ
て
い

る
敷
地
の
一
部
を
取
得
し
、
全
て
自
己
所
有
地
と
す
る
こ
と
で
、
当
該
施
設
の
安
定
的
か
つ
継
続

的
な
運
営
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
早
急
に
施
行
す
べ
き
事
業
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、

収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

５ 

結
論 

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。 

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の 

で
あ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
市
北
区
役
所
総
務
・
地
域
振
興
課 
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号 

岡
山
県
牛
窓
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一 

項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設 

 
 

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
牛
窓
五
四
一
四
番
地
の
七 

 
 

岡
山
県
牛
窓
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー 

二 

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体 

 
 

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
牛
窓
五
四
一
四
番
地
の
七 

 
 

一
般
財
団
法
人
岡
山
県
牛
窓
海
洋
ス
ポ
ー
ツ
振
興
会 

 
 
 

代
表
理
事 

岡
﨑 

 

彬 

三 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

令和６年１２月２４日　岡山県公報　第１２６６３号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
七
十
号 

 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日
に
岡
山
県
議
会
定
例
会
で
議
決
を
経
た
決
算
の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
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令和５年度　一般会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 県 税 263,403,631,407
１ 県 民 税 63,214,438,390
２ 事 業 税 59,697,243,321
３ 地 方 消 費 税 85,568,920,274
４ 不 動 産 取 得 税 4,656,913,408
５ 県 た ば こ 税 2,160,027,396
６ ゴ ル フ 場 利 用 税 643,551,250
７ 軽 油 引 取 税 19,389,984,321
８ 自 動 車 税 27,395,420,393
９ 鉱 区 税 10,386,900
10 狩 猟 税 16,202,800
11 産 業 廃 棄 物 処 理 税 550,509,920
12 旧 法 に よ る 税 100,033,034

２ 地 方 消 費 税 91,631,436,000
清 算 金 １ 地 方 消 費 税 清 算 金 91,631,436,000

３ 地 方 譲 与 税 38,490,211,000
１ 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 35,610,306,000
２ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 2,331,457,000
３ 石 油 ガ ス 譲 与 税 70,366,000
４ 自 動 車 重 量 譲 与 税 282,728,000
５ 森 林 環 境 譲 与 税 118,359,000
６ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 76,995,000

４ 地 方 特 例 交 付 金 1,124,064,000
１ 地 方 特 例 交 付 金 1,124,064,000

５ 地 方 交 付 税 178,509,720,000
１ 地 方 交 付 税 178,509,720,000

６ 交 通 安 全 対 策 314,258,000
特 別 交 付 金 １ 交通安全対策特別交付金 314,258,000

７ 分担金及び負担金 4,160,673,645
１ 負 担 金 4,160,673,645

８ 使用料及び手数料 9,361,370,228
１ 使 用 料 6,433,599,001
２ 手 数 料 2,927,771,227

９ 国 庫 支 出 金 90,581,223,528
１ 国 庫 負 担 金 31,656,502,370
２ 国 庫 補 助 金 58,232,593,633
３ 委 託 金 692,127,525

10 財 産 収 入 1,529,616,877
１ 財 産 運 用 収 入 912,495,044
２ 財 産 売 払 収 入 617,121,833

11 寄 附 金 520,456,073
１ 寄 附 金 520,456,073

12 繰 入 金 20,569,207,778
１ 特 別 会 計 繰 入 金 925,615,521
２ 基 金 繰 入 金 19,639,491,103
３ 企 業 会 計 繰 入 金 4,101,154

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額
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13 諸 収 入 15,019,069,995
１ 延滞金、加算金及び過料等 261,238,059
２ 県 預 金 利 子 14,632,646
３ 貸 付 金 元 利 収 入 148,289,832
４ 受 託 事 業 収 入 2,230,706,598
５ 収 益 事 業 収 入 2,805,689,322
６ 利 子 割 精 算 金 収 入 0
７ 雑 入 9,558,513,538

14 県 債 56,292,916,000
１ 県 債 56,292,916,000

15 繰 越 金 9,199,244,783
１ 繰 越 金 9,199,244,783

１ 議 会 費 1,542,656,102
１ 議 会 費 1,542,656,102

２ 総 務 費 59,599,988,692
１ 総 務 管 理 費 35,361,537,595
２ 企 画 費 4,003,416,735
３ 地 方 振 興 費 2,846,939,690
４ 徴 税 費 9,040,323,257
５ 市 町 村 振 興 費 943,265,785
６ 選 挙 費 459,449,063
７ 統 計 調 査 費 371,335,401
８ 県 民 生 活 費 1,731,071,568
９ 防 災 費 1,334,956,934
10 環 境 費 3,212,119,050
11 人 事 委 員 会 費 134,033,147
12 監 査 委 員 費 161,540,467

３ 民 生 費 122,235,513,170
１ 社 会 福 祉 費 96,885,682,296
２ 児 童 福 祉 費 24,236,616,916
３ 生 活 保 護 費 1,033,722,813
４ 災 害 救 助 費 79,491,145

４ 衛 生 費 25,638,671,680
１ 公 衆 衛 生 費 13,235,226,327
２ 環 境 衛 生 費 1,868,944,657
３ 保 健 所 費 1,871,422,207
４ 医 薬 費 8,663,078,489

５ 労 働 費 1,146,053,075
１ 労 政 費 358,595,530
２ 職 業 訓 練 費 686,779,847
３ 労 働 委 員 会 費 100,677,698

６ 農 林 水 産 業 費 37,791,644,183
１ 農 業 費 10,167,248,872
２ 畜 産 業 費 5,350,367,919
３ 農 地 費 12,775,768,900
４ 林 業 費 8,076,268,405
５ 水 産 業 費 1,421,990,087

歳　　　入　　　合　　　計 780,707,099,314

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額
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７ 商 工 費 17,947,977,662
１ 商 業 費 7,425,642,536
２ 工 鉱 業 費 9,593,042,959
３ 観 光 費 929,292,167

８ 土 木 費 76,197,934,722
１ 土 木 管 理 費 7,085,058,265
２ 道 路 橋 り よ う 費 33,780,700,529
３ 河 川 海 岸 費 26,556,938,694
４ 港 湾 費 5,398,855,308
５ 都 市 計 画 費 2,242,779,216
６ 住 宅 費 1,133,602,710

９ 警 察 費 47,461,288,924
１ 警 察 管 理 費 46,548,915,162
２ 警 察 活 動 費 912,373,762

10 教 育 費 137,276,842,255
１ 教 育 総 務 費 23,020,001,829
２ 小 学 校 費 37,766,598,964
３ 中 学 校 費 21,369,630,314
４ 高 等 学 校 費 36,198,070,276
５ 特 別 支 援 学 校 費 13,200,164,586
６ 大 学 費 2,230,202,777
７ 社 会 教 育 費 2,291,433,888
８ 保 健 体 育 費 1,200,739,621

11 災 害 復 旧 費 1,586,333,661
１ 農林水産施設災害復旧費 434,783,839
２ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 1,151,549,822

12 公 債 費 98,191,715,599
１ 公 債 費 98,191,715,599

13 諸 支 出 金 148,393,947,039
１ 地 方 消 費 税 清 算 金 86,526,150,000
２ 個人県民税所得割交付金 140,357,000
３ 利 子 割 交 付 金 108,147,000
４ 配 当 割 交 付 金 1,779,454,000
５ 株式等譲渡所得割交付金 1,947,420,000
６ 法 人 事 業 税 交 付 金 4,223,063,000
７ 地 方 消 費 税 交 付 金 45,865,407,000
８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 447,504,990
９ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 72,860,815
10 環 境 性 能 割 交 付 金 970,781,234
11 軽 油 引 取 税 交 付 金 6,114,227,000
12 利 子 割 精 算 金 0
13 産業廃棄物処理税交付金 198,575,000

14 予 備 費 0
１ 予 備 費 0

歳入歳出差引残額 5,696,532,550 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

歳　　　出　　　合　　　計 775,010,566,764
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令和５年度　岡山県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 繰 入 金 3,177,683
１ 一 般 会 計 繰 入 金 3,177,683

２ 繰 越 金 99,411,942
１ 繰 越 金 99,411,942

３ 諸 収 入 50,202,106
１ 県 預 金 利 子 11,030
２ 貸 付 金 元 利 収 入 49,861,117
３ 雑 入 329,959

１ 民 生 費 69,484,370
１ 児 童 福 祉 費 69,484,370

歳入歳出差引残額 83,307,361 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

152,791,731

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 69,484,370

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計
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令和５年度　岡山県国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 分担金及び負担金 47,116,897,802
１ 負 担 金 47,116,897,802

２ 国 庫 支 出 金 47,731,148,421
１ 国 庫 負 担 金 32,250,626,421
２ 国 庫 補 助 金 15,480,522,000

３ 前期高齢者交付金 62,105,463,903
１ 前 期 高 齢 者 交 付 金 62,105,463,903

４ 共 同 事 業 交 付 金 311,802,602
１ 共 同 事 業 交 付 金 311,802,602

５ 財 産 収 入 3,072,060
１ 財 産 運 用 収 入 3,072,060

６ 繰 入 金 10,829,703,834
１ 一 般 会 計 繰 入 金 10,275,381,945
２ 基 金 繰 入 金 554,321,889

７ 繰 越 金 6,657,409,868
１ 繰 越 金 6,657,409,868

８ 諸 収 入 340,748,580
１ 雑 入 340,748,580

９ 療養給付費等交付金 290,000
１ 療 養 給 付 費 等 交 付 金 290,000

１ 総 務 費 53,797,230
１ 総 務 管 理 費 53,317,600
２ 運 営 協 議 会 費 479,630

２ 保険給付費等交付金 136,295,838,536
１ 保 険 給 付 費 等 交 付 金 136,295,838,536

３ 後期高齢者支援金等 22,943,885,342
１ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 22,943,885,342

４ 前期高齢者納付金等 56,155,044
１ 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 56,155,044

５ 介 護 納 付 金 7,516,259,754
１ 介 護 納 付 金 7,516,259,754

６ 病床転換支援金等 35,579
１ 病 床 転 換 支 援 金 等 35,579

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 175,096,537,070

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額
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７ 共 同 事 業 拠 出 金 357,458,709
１ 共 同 事 業 拠 出 金 357,458,709

８ 基 金 支 出 金 9,764,889
１ 基 金 支 出 金 9,764,889

９ 保 健 事 業 費 67,692,826
１ 保 健 事 業 費 67,692,826

10 基 金 積 立 金 322,762,060
１ 基 金 積 立 金 322,762,060

11 諸 支 出 金 1,144,447,590
１ 償 還 金 1,144,447,590

12 繰 出 金 11,210,000
１ 繰 出 金 11,210,000

歳入歳出差引残額 6,317,229,511 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

歳　　　出　　　合　　　計 168,779,307,559
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令和５年度　岡山県営食肉地方卸売市場特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 使用料及び手数料 85,730,449
１ 使 用 料 85,730,449

２ 財 産 収 入 0
１ 財 産 売 払 収 入 0

３ 繰 入 金 842,697,160
１ 一 般 会 計 繰 入 金 842,697,160

４ 繰 越 金 18,003,501
１ 繰 越 金 18,003,501

５ 諸 収 入 44,685,946
１ 雑 入 44,685,946

６ 県 債 777,100,000
１ 県 債 777,100,000

１ 農 林 水 産 業 費 1,760,062,555
１ 畜 産 業 費 1,496,182,276
２ 公 債 費 263,880,279

歳入歳出差引残額 8,154,501 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 1,760,062,555

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

1,768,217,056

歳　　　　　　　　出
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令和５年度　岡山県造林事業等特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 財 産 収 入 26,181,045
１ 財 産 売 払 収 入 26,181,045

２ 繰 入 金 1,868,004,265
１ 一 般 会 計 繰 入 金 1,868,004,265

３ 繰 越 金 19,933,929
１ 繰 越 金 19,933,929

４ 諸 収 入 31,781,566,882
１ 貸 付 金 元 利 収 入 31,768,000,000
２ 雑 入 13,566,882

１ 農 林 水 産 業 費 33,672,752,069
１ 林 業 費 33,580,821,518
２ 公 債 費 91,930,551

歳入歳出差引残額 22,934,052 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

33,672,752,069歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 33,695,686,121

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額
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令和５年度　岡山県林業改善資金貸付金特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 繰 入 金 0
１ 一 般 会 計 繰 入 金 0

２ 繰 越 金 240,138,823
１ 繰 越 金 240,138,823

３ 諸 収 入 443,050,842
１ 貸 付 金 元 利 収 入 443,017,139
２ 雑 入 33,703

４ 県 債 212,000,000
１ 県 債 212,000,000

１ 農 林 水 産 業 費 689,752,600
１ 林 業 費 689,752,600

歳入歳出差引残額 205,437,065 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

歳　　　出　　　合　　　計 689,752,600

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 895,189,665

項 決　算　額

歳　　　　　　　　出

款
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令和５年度　岡山県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 繰 入 金 11,781
１ 一 般 会 計 繰 入 金 11,781

２ 繰 越 金 383,322,281
１ 繰 越 金 383,322,281

３ 諸 収 入 2,284,508
１ 貸 付 金 元 利 収 入 2,142,000
２ 雑 入 142,508

１ 農 林 水 産 業 費 114,631,781
１ 水 産 業 費 114,631,781

歳入歳出差引残額 270,986,789 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

385,618,570

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 114,631,781

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計
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令和５年度　岡山県中小企業支援資金貸付金特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

1 繰 越 金 2,012,551,990
１ 繰 越 金 2,012,551,990

2 諸 収 入 785,841,604
１ 県 預 金 利 子 238,801
２ 貸 付 金 元 利 収 入 785,562,803
３ 雑 入 40,000

3 県 債 51,948,000
１ 県 債 51,948,000

１ 商 工 費 756,282,608
１ 商 工 費 756,282,608

歳入歳出差引残額 2,094,058,986 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 756,282,608

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 2,850,341,594

歳　　　　　　　　出

款

歳　　　　　　　　入
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令和５年度　岡山県内陸工業団地及び流通業務団地造成事業特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 財 産 収 入 1,139,022
１ 財 産 売 払 収 入 0
２ 財 産 運 用 収 入 1,139,022

２ 繰 越 金 1,549,949,402
１ 繰 越 金 1,549,949,402

１ 内 陸 ・ 流 通 団 地 349,994,035
造 成 事 業 費 １ 内陸・流通団地造成事業費 11,238,682

２ 公 債 費 338,755,353

歳入歳出差引残額 1,201,094,389 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

1,551,088,424

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 349,994,035

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計
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令和５年度　岡山県公共用地等取得事業特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 繰 入 金 320,290,402
１ 一 般 会 計 繰 入 金 276,494,977
２ 土 地 開 発 基 金 繰 入 金 43,795,425

２ 繰 越 金 855,237,336
１ 繰 越 金 855,237,336

１ 道路等用地取得費 66,136,260
１ 道 路 等 用 地 取 得 費 66,136,260

２ 公共用地等取得費 75,325,965
１ 公 共 用 地 等 取 得 費 75,325,965

歳入歳出差引残額 1,034,065,513 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

1,175,527,738

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 141,462,225

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

令和６年１２月２４日　岡山県公報　第１２６６３号



令和５年度　岡山県後楽園特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 使用料及び手数料 255,068,881
１ 使 用 料 255,068,881

２ 財 産 収 入 108,500
１ 財 産 売 払 収 入 108,500

３ 繰 入 金 28,329,861
１ 一 般 会 計 繰 入 金 28,329,861

４ 諸 収 入 4,463,616
１ 雑 入 4,463,616

５ 繰 越 金 9,132,764
１ 繰 越 金 9,132,764

１ 後 楽 園 費 287,970,858
１ 後 楽 園 費 287,970,858

歳入歳出差引残額 9,132,764 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

287,970,858歳　　　出　　　合　　　計

項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 297,103,622

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

款

歳　　　　　　　　入
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令和５年度　岡山県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 使用料及び手数料 330,035,924
１ 使 用 料 330,035,924

２ 国 庫 支 出 金 11,278,000
１ 国 庫 補 助 金 11,278,000

３ 財 産 収 入 2,867,041,714
１ 財 産 売 払 収 入 2,244,240,843
２ 財 産 運 用 収 入 622,800,871

４ 繰 入 金 61,115,068
１ 一 般 会 計 繰 入 金 61,115,068

５ 繰 越 金 1,333,239,988
１ 繰 越 金 1,333,239,988

６ 諸 収 入 142,320,522
１ 雑 入 142,320,522

７ 県 債 268,100,000
１ 県 債 268,100,000

１ 土 木 費 2,334,451,261
１ 港 湾 費 325,357,421
２ 臨 海 土 地 造 成 費 292,582,238
３ 公 債 費 1,716,511,602

歳入歳出差引残額 2,678,679,955 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 2,334,451,261

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 5,013,131,216

歳　　　　　　　　出

款
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令和５年度　岡山県収入証紙等特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 証 紙 収 入 1,343,046,455
１ 証 紙 収 入 1,343,046,455

２ 証 紙 代 金 収 納 2,621,197,700
計 器 収 入 １ 証 紙 代金 収納 計器 収入 2,621,197,700

３ 繰 入 金 210,349,709
１ 一 般 会 計 繰 入 金 210,349,709

４ 繰 越 金 196,033,865
１ 繰 越 金 196,033,865

１ 証 紙 費 1,651,192,046
１ 証 紙 管 理 費 1,651,192,046

２ 証 紙 代 金 収 納 2,652,028,549
計 器 費 １ 証紙代金収納計器管理費 2,652,028,549

歳入歳出差引残額 67,407,134 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

4,303,220,595歳　　　出　　　合　　　計

項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 4,370,627,729

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

歳　　　　　　　　入

款
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令和５年度　岡山県用品調達特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 用 品 収 入 301,538,797
１ 用 品 収 入 301,538,797

２ 財 産 収 入 4,514,396
１ 財 産 売 払 収 入 4,514,396

３ 繰 入 金 6,250,200
１ 一 般 会 計 繰 入 金 6,250,200

４ 繰 越 金 9,463,338
１ 繰 越 金 9,463,338

１ 用 品 調 達 費 311,069,364
１ 調 達 費 311,069,364

歳入歳出差引残額 10,697,367 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 311,069,364

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 321,766,731

歳　　　　　　　　出
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令和５年度　岡山県公債管理特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 繰 入 金 111,301,310,956
１ 一 般 会 計 繰 入 金 98,191,929,227
２ 特 別 会 計 繰 入 金 3,119,381,729
３ 基 金 繰 入 金 9,990,000,000

２ 県 債 58,382,200,000
１ 県 債 58,382,200,000

１ 公 債 費 169,683,510,956
１ 公 債 費 169,683,510,956

歳入歳出差引残額 0 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

169,683,510,956

項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 169,683,510,956

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計

款

歳　　　　　　　　入

令和６年１２月２４日　岡山県公報　第１２６６３号



〔
六
三
三
〕
国
土
調
査
法
（
昭
和
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六
年
法
律
第
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八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
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〔
六
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〕
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
百
六
号

令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
岡
山
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す

る
収
支
報
告
書
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

林

裕

一
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行岡山県知事選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 34,957,200円

３ 報告書の要旨

候 補 者
伊 原 木 隆 太 所 属 党 派 無 所 属

氏 名 ９月10日から
期間 第１回分

出納責任 11月６日まで
友 光 弘

者 氏 名

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） (寄附額) 人 件 費 646,000

円 家 屋 費 1,043,350

日本商工連盟 100,000 選挙事務所費 1,043,350

岡山県酪農政治連盟 50,000 集 合 会 場 費 －

石井 滋久 会社役員 100,000 通 信 費 －

交 通 費 312,995

印 刷 費 1,912,000

広 告 費 1,474,300

文 具 費 9,878

食 糧 費 158,836

その他の寄附 － 休 泊 費 9,120

その他の収入 6,000,000 雑 費 13,771

今 回 計 6,250,000 今 回 計 5,580,250

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 6,250,000 総 計 5,580,250

項 目 金 額

支出のうち公費 ビラの作成 386,500円

負 担 相 当 額 ポスターの作成 959,000円

計 1,345,500円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月８日 第１回報告分
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行岡山県知事選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 34,957,200円

３ 報告書の要旨

候 補 者
伊 原 木 隆 太 所 属 党 派 無 所 属

氏 名 10月10日から
期間 第２回分

出納責任 11月18日まで
友 光 弘

者 氏 名

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） (寄附額) 人 件 費 －

円 家 屋 費 －

選挙事務所費 －

集 合 会 場 費 －

通 信 費 －

交 通 費 71,032

印 刷 費 －

広 告 費 －

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 －

今 回 計 － 今 回 計 71,032

前 回 計 6,250,000 前 回 計 5,580,250

総 計 6,250,000 総 計 5,651,282

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月19日 第２回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨
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１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行岡山県知事選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 34,957,200円

３ 報告書の要旨

候 補 者

小 坂 昇 所 属 党 派 無 所 属

氏 名 ９月１日から

期間 第１回分

出納責任 10月27日まで

平 井 昭 夫

者 氏 名

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） (寄附額) 人 件 費 －

円 家 屋 費 1,648,059

住民こそ主人公・県民の会 2,700,000 選挙事務所費 1,633,502

平野 幹雄 社会保険労務 500,000 集 合 会 場 費 14,557

士 通 信 費 7,700

池田トモコ 無 職 103,000 交 通 費 9,310

中島 純男 団体職員 30,000 印 刷 費 1,254,160

広 告 費 282,100

文 具 費 18,982

食 糧 費 224,833

その他の寄附 115件 295,902 休 泊 費 100,895

その他の収入 － 雑 費 82,863

今 回 計 3,628,902 今 回 計 3,628,902

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 3,628,902 総 計 3,628,902

項 目 金 額

支出のうち公費 ビラの作成 146,870円

負 担 相 当 額 ポスターの作成 835,700円

計 982,570円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月11日 第１回報告分
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
岡
山
県
立
瀬
戸
南
高
等
学
校
の
項
中

「

を

四
○

四
○

四
○

四
四
○

――

四
○

八
○

八
○

」

「

に
改
め
、
同
表
岡
山
県
立
倉
敷
鷲
羽

四
○

四
○

四
○

四
○
○

――

四
○

四
○

八
○

」

高
等
学
校
の
項
中
「
二
○
○
」
を
「
一
六
○
」
に
、
「
五
六
○
」
を
「
五
二
○
」
に
改
め
、
同
表
岡
山

「

県
立
水
島
工
業
高
等
学
校
の
項
中

八
○

八
○

一
二
○

八
八
○

を

―

」

「

八
○

八
○

八
〇

八
四
○

に
改
め
、
同
表
岡
山
県
立
高
梁
城
南

―

」

「

高
等
学
校
の
項
中

を

四
〇

四
〇

四
〇

三
四
五

――

三
五

三
五

三
五

」

「

に
改
め
、
同
表
岡
山
県
立
新
見
高
等

四
〇

四
〇

四
〇

三
五
〇

――

四
〇

三
五

三
五

」

学
校
の
項
中
「
二
九
〇
」
を
「
二
六
五
」
に
、
「
四
八
五
」
を
「
四
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
岡
山
県
立

備
前
緑
陽
高
等
学
校
の
項
中
「
四
四
〇
」
を
「
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
岡
山
県
立
勝
山
高
等
学
校
の

項
中
「
四
八
〇
」
を
「
四
四
〇
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
岡
山
県
立
岡
山
西
支
援
学
校
の
項
及
び
岡
山
県
立
早
島
支
援
学
校
の
項
中

「

三

を
」

「

六

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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